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保護者の皆様 
                                  横浜市教育委員会 

横浜市立相沢小学校 
                                  校長 海老澤 孝代 

 

段階的な教育活動における第二期への移行について 

 保護者の皆様には、本校の教育活動に対するご理解とご支援をいただき、心より感謝申し上げ

ます。「横浜市立学校の教育活動の再開に関するガイドライン」に基づき、6月 1日から段階的に

教育活動を再開しているところですが、大きな混乱が生じることなく、第一期を終えることがで

きました。 

 また、学校再開後、児童や教職員に感染者が生じていないことや、6月 11日時点で、市内、県

内における新規陽性者が、再開前と比較して収まりつつある状況から、ガイドラインに基づき、

次の通り第二期へ移行することとします。 

 

 

１ 第二期への移行 

（１） 期間 

6月15日（月）から30日（火）まで 

 

（２）概要 

給食なし、学級での半日程度の授業 

 

２ 給食について 

   給食は、第三期（7月 1日）から開始とします。 

 

３ 子どもの居場所確保について 

   放課後キッズクラブ（利用区分２のみ）・放課後児童クラブ等を利用する児童は、12時以降 

はそれぞれの放課後事業所等を利用します。ただし、上記を利用しておらず、保護者の就業や 

その他の事情で家庭での対応が困難な児童については、ご相談ください。 

 

 

４ 長期休業期間について（予定） 

   夏季休業を 8月 3日から 8月 16日まで、冬季休業を 12月 27日から 1月 5日まで、 

学年末休業を 3月 27日から 3月 31日までとする方向で検討を行っています。 

  


